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戸
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雄
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下
の
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地
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と
自
作
農
創
設
事
業
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経
済
皐
博
士
八
木
芳
之
助

ブ
ィ
シ
ヤ
ア
利
子
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の
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:
・
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士
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田
保
馬
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耕
一
吋
日
本
朝
鮮
及
満
洲
の
金
魚
替
本
位
制
:
・
経
宮
中
士
松
岡
孝
児

古
典
準
抵
の
貿
易
理
論
に
つ
い
て
:
:
:
経
潜
堅
士
松
井
清

チュ

l
ネ
ン
の
人
口
論
:
:
・
:
・
:
;
:
・
'
空
古
学
士
菊
田
太
郎
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市
町
村
に
於
け
る
園
政
事
務
費
・
;
j
i
-
-
経
冊
目
撃
博
士
汐
見
三
郎

制

問

韓

航

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



市
町
村
に
於
げ
る
岡
政
事
務
費

日記z=回

子己

市
町
村
に
於
け
る
困
政
事
務
費

1タ

jも

第

地
方
財
政
改
善
に
関
ナ
る
内
閣

審
議
曾
中
間
報
告

内
閣
審
議
舎
は
咋
昭
和
十
年
に
設
け
ら
れ
今
昭
和
十
一
年
に

慶
止
せ
ら
れ
賞
に
短
期
間
の
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
共
の
内

面
的
活
動
に
は
相
首
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
外

部
に
現
は
れ
た
る
活
動
と
し
て
は
内
閣
調
査
局
編
纂
の
「
地
方

財
政
改
善
に
闘
す
る
内
閣
審
議
舎
中
間
報
告
」
が
公
け
に
せ
ら

れ
た
の
が
共
の
最
も
大
転
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
報
告
と
そ
問

田
内
閣
の
「
現
下
の
風
情
特
に
図
民
経
済
振
興
の
必
要
に
鑑
み

中
央
地
方
を
過
や
る
財
政
改
善
の
根
本
方
策
如
何
」
の
諮
問
に

到
す
る
内
閣
審
議
舎
の
中
間
報
告
で
あ
り
、
且
つ
康
国
内
閣
に

於
て
烏
揚
財
政
が
第
一
目
標
と
し
て
掲
ぐ
る
「
中
央
財
政
地
方

げ

Mq
H
L
 

第
四
十
三
巻

第

披

四
四

四
四

財
政
に
営
や
る
根
本
的
税
制
改
革
」
の
出
禁
黙
を
注
す
も
の
で

あ
る
。
筆
者
は
会
館
と
し
て
本
報
告
と
意
見
を
同
じ
う
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
細
部
に
至
つ
て
は
更
に
一
居
の
研
究
を
積
む
必

要
あ
る
事
を
認
め
る
。
認
に
「
市
町
村
に
於
け
る
図
政
事
務
費
」

に
闘
し
本
報
告
よ
り
一
場
研
究
を
進
め
た
い
の
で
あ
る
。

地
方
費
中
に
岡
政
事
務
貨
が
占
む
る
割
合
が
幾
許
に
上
っ
て

ゐ
、
J
h
-
二
A
A

ふ
吉
世

-E

ご

L

3曲
冨
ヘ
タ
ピ

nY工
ラ
〉
ト

t
、こ前、

h

t
F
E
l
l
z
'
Z
J
4
t
t
k思
HEt--E
〉

'ttpo，
Z
F
叩

方
財
政
針
策
と
し
て
濁
立
財
源
主
義
を
採
る
べ
き
か
交
付
金
主

義
を
採
る
ぺ
き
か
の
問
題
と
密
接
な
る
閥
係
を
有
し
て
ゐ
る
か

ら
、
簡
m
阜
な
が
ら
論
及
す
る
事
と
し
た
。
街
n

本
研
究
を
進
め

る
に
際
し
内
務
省
地
方
局
よ
り
受
け
た
る
好
意
に
針
し
感
謝
す

る
次
第
で
あ
る
。
本
文
に
「
中
間
報
告
」
と
云
ふ
の
は
凡
て
内
閣

調
査
局
編
纂
の
「
地
方
財
政
改
善
に
闘
す
る
内
閣
審
議
合
中
間

報
告
」
の
意
味
で
あ
る
事
を
断
っ
て
置
き
た
h
。

第

地
方
経
費
中
の
闘
政
事
務
費

園
政
事
務
費
と
閥
庫
補
助
費

我
園
地
方
圏
植
の
財
政

難
の
原
因
と
し
て
種
々
の
も
の
が
象
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
地
方

費
中
で
園
政
事
務
費
の
占
む
る
部
分
が
相
首
大
友
る
に
拘
ら
や

J



国
庫
よ
り
地
方
園
躍
が
受
け
る
補
助
費
が
少
い
事
を
主
張
す
る

人
が
あ
る
。
中
間
報
告
に
よ
り
昭
和
九
年
の
現
欣
を
示
せ
ば
次

‘一

の
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。

第
-
表

園
政
事
務
費
と
園
庫
補
助
費
(
皐
位
千
園
)

四回口、主

一
九
孟
、
八
九
つ
一

ホ E

外 I~是闘賞園図
書 Id草の政
の I¥ー漣事政
毅 lる般厚務 τ
字 l補舎な費 v

li: I叫 i;務
府 Ii主hの性費
~j， 
市
町
村

底
分
し
難
き
も
の

一川 三主 主民

三!;， 9.宮
、-~可、、

ベω--- 同
志吋 ;;..~;;: 正己ー
} ーい ー

一ーで一一一一一一
ト込

外二五九
(二} にコ A 

一二二 二e 〆、、、、、
〈コ五口 z一戸、 三正 一回

るよ己，~2.~ーニ一一一

道
府
脇

市
町
村

計

蕊
に
「
園
政
事
務
費
」
と
云
ふ
の
は
「
委
任
事
務
費
」
と
「
費
用

成
義
の
園
政
事
務
費
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。

負
捨
」
と
「
吏
員
に
針
す
る
委
任
事
務
費
」
と
の
三
寄
を
包
含
し
、

「
図
政
事
務
費
た

る
性
質
の
濃
厚
友
る
も
の
」
と
は
狭
義
の
園
政
事
務
費
を
指

す
。
又
「
園
庫
一
般
舎
計
よ
り
受
く
る
補
助
費
」
の
中
に
は
、
道

府
燥
に
針
す
る
も
の
と
市
町
村
に
叫
訓
ず
る
も
の
左
の
医
分
の
明

時
閣
で
た
い
も
の
が
あ
る
が
、
合
計
二
億
四
百
五
十
七
寓
固
に
上

る
。
内
務
省
一
般
舎
計
経
常
部
よ
り
の
警
察
費
連
帯
支
排
金

市
町
村
に
於
げ
る
圃
政
事
務
費

(
二
二
、
六
七
一
丘
、
八
一
一
五
困
)
が
道
府
燃
に
謝
す
る
補
助
費
の

典
型
的
の
も
の
で
あ
り
、
文
部
省
一
般
舎
計
経
常
部
よ
り
の
小

事
校
教
員
俸
給
分
捨
金
(
八
五

.
0
0
0、
0
0
0園
)
が
市
町

村
に
封
ナ
る
補
助
費
の
代
表
的
の
も
の
で
あ
る
。

道
府
豚
市
町
村
が
負
捨
す
る
園
政
事
務
費
は
庚
義
に
て
は
九

億
八
千
八
百
三
十
七
寓
闘
と
左
り
、
狭
義
に
解
し

τも
五
億
二

百
五
寓
闘
に
上
る
。
然
る
K
之
に
針
し
道
府
牒
市
町
村
が
一
般

曾
汁
よ
り
受
く
る
補
助
資
は
二
億
四
百
高
闘
で
あ
る
。
考
へ
ざ

:
一

3
:
;

竺
J
u
ゆ
h
百
川
ド
‘
ゆ
y

，c
ト

V

ーー
園
政
事
務
費
の
内
容

園
政
事
務
費
と
云
へ
ば
簡
軍
明

時
四
で
あ
る
が
、
何
を
闇
政
事
務
費
と
し
何
を
園
政
事
務
費
に
あ

ら
や
と
す
る
か
と
な
る
と
、
難
問
題
に
逢
着
す
る
の
で
あ
る
。

誌
に
中
間
報
告
は
庚
義
の
図
政
事
務
提
と
し
て
比
較
的
成
く
図

政
関
係
の
経
費
を
集
め
る
と
共
に
、
更
に
狭
義
の
岡
政
事
務
費

と
し
て
比
較
的
狭
き
範
固
に
経
費
を
限
定
し
、
二
段
の
構
え
で

国
政
事
務
費
を
計
上
し
た
の
で
あ
る
。
蕊
に
中
間
報
告
に
所
謂

「
地
方
費
中
主
要
な
る
図
政
事
務
費
」
の
推
算
額
を
第
三
表
に
掲

げ
た
。
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四
十
三
巻

四
五

四
五

第

披



市
町
村
に
於
げ
る
園
政
事
務
費

遭
府
脇

第
二
表

科市ド;段街

第
四
十
=
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品
位

地
方
費
中
主
要
な
る
園
政
事
務
質
の
換
算
額
(
皐
位
千
固
)

社育J
小生

枇

舎

事

業

費

警?可能

察員

諸諸選衆

達議

及重量院

掲議

費示費長

都

市

計

重

費

道
府
豚
厩
舎
費 目聖t費E主費費

康

義

の

国

政

事

務

質

主

要

費

目

市中

料
、
幣

関

品

師
範
曲
中
校
賞
、
中
事
校
踊
且

高
等
女
皐
校
賀
、
貸
業
率
校
質

問
副
計
百
抽
出
羽

mH円

芝
川
町
橋
没
者
一
川
給
水
堤
防
県
民

港

湾

賀

各
種
惇
染
病
議
防
費

屠

音

検

査

費

救

護

費

、

少

年

救

護

院

費

行
路
病
人
死
亡
人
諸
費

精
紳
病
院
及
同
病
者
監
護
費

警

察

担

警
察
臆
舎
建
築
修
繕
費

官
支
及
待
遇
官
支
に
関
す
る
諸
費

(他

ω
科
目
い
計
上
せ
る
も
の
を

除
く
)

費

用

耕

償

、

備

ロ

岡

賢

治

粍

品

賀

、

一

通

信

運

搬

賀

公

報

賛

行

費

掲

示

場

費

都
市
計
童
地
方
委
員
合
費

都

市

計

室

事

業

費

遁
府
豚
臆
舎
建
築
費
同
修
繕
費

四
ノ、

第

披

士会丙額

寸
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|狭

|義
iの
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事

務

費

料

金一七、五回ワ

七
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=
ご
九
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'"事
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D
A
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教院人 舟
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護 給
費 及

4主
1壱

合警地
官親方
制牒官
に官々

依制制
る
官都北
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の計道
俸童鹿
給委官

良部l

同

』二

ノ、-
Tて

同

七

都
市
計
童
地
方
委
員
舎
費

戸]

J二

一
四
六一

金
額

一

二

回

G

7
4一五

一
ド
一
一
ヨ
寸

一司、巨一ユ一

一一一一丸山一品

一

三

C
A
-一

六、六五六一

一、六六{)一EE--晶

=、門){ア一
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一
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九
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団

玉
、
D
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遭
府
犠

市
町
村

総 I~十|備
考

動

業

費E主ji生費賀賀百十

地

方

森

林

舎

費

地
方
測
候
所
賀
、
各
種
試
験
場
賞
、

種
畜
場
費
、
震
業
取
締
喪
、
農
林

水
産
物
及
商
品
検
査
費
、
獣
疫
及

音
牛
結
核
濠
防
費
、
害
議
駆
除
綾

防
費
、
造
林
費
、
開
墾
及
耕
地
整

理
費
、
荒
廃
地
復
奮
費

費金
は額
昭は
和昭
八和
年九・ l一一l一一一一一一
度年
分度
、常

道初
府珠
県採算
の額
職に
民依
費 h
中特
、$IJ

狭曾
義十
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し

は衆

昭議
和院

諸
豪華
に費
依は
る昭
。和

七
年
度

分

国
道

下博 i荷主g.削千手小
フ1<.染!費時練撃事
道病 掛所校校
賞漆 規定費費費

~IJ 事\'
1量 ・園中幼

HI書等稚
狩 諜館主事関
物 ァJL費校賞
持 M1f 賞、
除訳、貰
賀 ・青業

子陸 守斗市

商
品
味
列
所
賞
、
産
業
奨
励
費

まえ

護

麦
、
職
業
紹
介
所
賀

教

育

フk

火

泊、

防

費

〆k

市
町
村
に
於
げ
る
困
政
事
務
費

j訂

生

勧

業

社

含

事

業

費

抑
仇
M
T
h
H
H
L
T
E

臨
自
民
民
軍
、

書
官

-r
言
語
屈

Z

役

所

役

場

費

警

備

八
五
、
』
ま
ん

同
回
。
、
九
回
。

第
四
十
三
巻 地

方

森

林

曾

費

地

方

測

候

所

費

農
林
水
産
物
及
商
品
検
査
費

置

業

取

締

費

酔
問
疫
及
音
牛
結
核
濠
防
費

等
常
小
車
十
校
賞
、
青
年
訓
練
所
費

同

ir，: 

j費

博

染

病

濠

防

費

jRJ 

i: 

同

上

四
七

第
一
競

一一
也
口
八

日
唱
、
角
田
八

一、白{〕討
一一亘

zi
 

一
一
君
、
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一
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九
、
口
一
目
玉

一
回
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回
一
品

一
口
、
一
五
五

四
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市
町
村
に
於
げ
る
岡
政
事
務
費

中
間
報
告
に
於
け
る
園
政
事
務
費
の
比
李

於
て
庚
義
の
困
政
事
務
費
と
狭
義
の
図
政
事
務
費
と
の
結
針
額

第
二
表
に

る
比
率
を
計
算
し
て
第
三
表
を
得
た
の
で
あ
る
。

を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
此
等
図
政
事
務
費
が
地
方
費
に
占
む

第
三
奈

凶
政
事
務
費
の
比
率

M
m
h
4
h
M

増
u
p
f
z
H
市
問
問
削
d

炭

義

の

国

政

一

事
務
費
(
百
世
間
圃
〕
↑

狭

義

の

園

政

一

事
務
費
(
百
高
国
〉
一

廉
義
の
園
政
事
務
費
-

の
比
率
(
%
)
一

狭
義
の
園
政
事
務
費
一

の
比
率

(μ)

一
道
府
脇

市
町
村

一、ー、しコ刷

ノ
J
7
4
・

百十

九
八
八

三o:.
Cコ

ヨ三一
一
・
円
五

此
の
比
率
は
図
政
事
務
費
を
分
子
と
し
地
方
費
を
分
母
と
し

て
得
た
る
分
数
で
あ
る
。
分
子
の
側
に
る
る
中
間
報
告
の
岡
政

事
務
費
た
る
も
の
が
果
し
て
賓
質
的
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
問
題
が
存
す
る
所
で
あ
り
、
或
は
再
検
討
を
必
要
と

す
る
の
で
あ
る
。
認
で
は
専
ら
分
母
の
側
に
あ
る
地
方
費
に
つ

い
て
研
究
を
進
め
る
。
園
政
事
務
費
が
地
方
財
政
に
加
へ
て
ゐ

第
四
十
三
巻

一
四
八
編
第
一
猿

四
A 

る
重
慶
を
調
賓
す
る
に
営
つ
て
は
、
如
何
友
る
地
方
費
を
分
母

と
し
て
採
用
ず
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

第

市
町
村
費
中
の
国
政
事
務
費

市
町
村
費
の
分
析

関
政
事
務
費
の
比
率
を
定
め
る
際

に
用
ふ
る
地
方
費
に
つ
い
て
は
、
道
府
勝
財
政
の
方
が
市
町
村

財
政
の
判
明
ハ
口
よ
り
も
備
軍
で
あ
り
臼
ロ
蓋
し
也
府
鯨
財
政
ー
は
蛇
目
邑

経
桝
の
外
に
特
別
経
怖
が
少
ぐ
財
政
の
内
{
容
が
単
一
化
サ
九
れ

て
ゐ
る
の
で
る
る
。
之
に
反
し
市
町
村
財
政
特
に
大
都
市
財
政

に
は
普
通
経
済
の
外
に
多
数
の
特
別
経
済
が
存
し
、
従
っ
て
地

方
費
と
云
ふ
も
極
め
て
複
雑
泣
る
因
子
を
包
含
し
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
句
現
忙
昭
和
十
年
度
東
京
市
議
算
を
見
る
に
、

普
通
経
済
の
外
に
十
六
の
特
別
経
済
(
水
道
、
質
屋
費
、
勢
働

賃
金
共
他
立
替
資
金
、
公
債
償
還
金
、
職
員
貸
付
資
金
、
火
災

一
つ
の

共
済
金
、
用
品
及
工
相
朝
、
柑
押
貨
資
金
、
土
地
医
割
整
理
清
算
金
、

中
央
卸
寅
市
揚
費
、
養
育
院
、
電
気
軌
道
事
業
費
、
電
気
供
給

事
業
費
、
乗
合
自
動
車
事
業
費
、
電
気
事
業
工
揚
勘
定
及
貯
蔵

物
品
費
、
電
気
研
究
所
費
)
あ
り
、
大
阪
市
も
普
通
経
済
の
外

に
十
四
の
特
別
経
済
(
水
道
費
、
電
気
事
業
業
務
勘
定
、
電
気



事
業
資
本
勘
定
、
電
気
事
業
用
品
勘
定
、
高
速
餓
道
建
設
費
、

港
湾
費
、
第
二
次
築
港
費
、
都
市
計
要
事
業
費
、
中
央
卸
賀
市

場
費
、
質
舗
費
、
商
科
大
事
費
.
受
託
事
業
費
、
火
災
保
険
填
補

基
金
、
公
債
費
)
が
作
し
て
ゐ
る
。
放
に
、
道
府
脂
綿
財
政
に
あ

つ
て
は
地
方
費
を
共
催
に
分
母
に
用
ひ
て
園
政
事
務
費
の
比
率

乞
算
定
し
て
先
づ
差
支
へ
が
な
い
が
、
市
町
村
財
政
特
に
大
都

市
財
政
に
あ
っ
て
は
地
方
費
の
算
定
に
つ
き
再
検
討
を
必
要
と

ず
る
の

σ
め
る
口
乙
れ
特
に
市
町
村
究
中
の
間
政
事
務
費
を
川
町

Z
F
5庁

ι

ユ
E
b
る。

川
A
J
J
-
d
F
r
I
J
-
-
4

牧
入
財
政
と
支
出
財
政
と
企
業
財
政

公
債
の
借
替
が

行
は
れ
る
今
日
に
於
て
は
、
起
債
額
が
牧
入
と
た
り
償
還
額
が

支
出
に
加
は
り
名
義
的
に
地
方
費
を
膨
脹
せ
し
め
る
か
ら
、
園

政
事
務
費
の
比
率
の
算
定
に
困
難
を
生
や
る
事
が
る
る
。
然
し

此
の
現
象
は
一
時
的
の
も
の
と
し
て
之
を
無
闘
す
る
と
し
て

も
、
牧
入
財
政
と
支
出
財
政
と
企
業
財
政
と
の
匡
別
は
地
方
費

算
定
に
最
も
多
く
考
慮
を
排
は
ね
ば
た
ら
ね
。

財
政
を
分
っ
て
牧
入
財
政
と
支
出
財
政
と
企
業
財
政
と
の
三

っ
と
す
る
事
が
出
来
る
。
税
務
聞
係
の
財
政
の
如
き
、
税
務
官

市
町
村
に
於
げ
る
園
政
事
務
費

支
の
人
件
費
に
多
少
の
経
費
を
必
要
と
す
る
が
、
大
局
か
ら
見

て
牧
入
財
政
な
り
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。
之
に
反
し
小
島
a

校
の

財
政
は
多
少
の
牧
入
を
伴
ふ
事
が
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
支

出
財
政
と
考
へ
て
差
支
泣
い
。
然
る
に
公
経
企
業
の
如
き
企
業

財
政
に
於
て
は
、
少
た
か
ら
ぢ
る
金
額
が
支
出
に
も
牧
入
に
も

跨
り
存
し
、
支
川
財
政
と
牧
入
財
政
と
の
中
間
物
た
る
の
槻
を

呈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
大
膿
論
か
ら
一
式
っ
て
道
府
牒
財
政
に

土
h
E
震
は
主
Ke』
fftお
'
草
』
つ
投
入
吋
改
と
支
封
叫
刊
改
と
よ
り
ま

t
d
1
2
1
M
7
一
ペ
ル
申

J
1
1
J
!
l
l
l
j一
l

っ
て
ゐ
る
か
ら
、
地
方
費
そ
の
も
の
を
分
剖
と
し

τ図
政
事
務

費
の
比
率
を
算
出
し
て
も
大
し
た
差
支
が
生
じ
た
い
。
之
に
反

し
市
町
村
財
政
特
に
市
財
政
に
於
て
は
、
電
気
、
瓦
斯
、
水
道
、

自
動
車
等
の
公
径
企
業
に
闘
す
る
財
政
が
混
入
し
て
ゐ
る
か
ら

地
方
費
を
共
佳
に
分
母
に
用
ひ
て
園
政
事
務
費
の
比
率
を
算
定

す
る
事
は
不
穏
営
た
り
と
云
は
ね
ば
左
ら
ね
。

企
業
財
政
の
控
除

図
政
事
務
費
の
比
率
問
題
は
直
接

に
は
支
出
財
政
と
牧
入
財
政
と
に
闘
係
を
有
し
企
業
財
政
と
の

闘
係
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
。
問
題
は
、
支
出
財
政
陀
於
て
地

方
圏
閣
が
英
大
左
る
園
政
事
務
費
を
背
負
び
込
ん
で
ゐ
る
に
拘

第
四
十
三
巻

四
九

第

務

四
九



市
町
村
に
於
げ
る
国
政
事
務
費

ら
宇
、
牧
入
財
政
に
於
て
は
充
分
た
る
園
庫
補
助
費
を
受
け
や

J

矯
め
に
地
方
税
を
高
め
ざ
る
を
得
た
い
鞘
に
存
し
て
ゐ
る
。
電

車
事
業
の
コ
ス
ト
の
大
小
に
よ
り
或
は
地
方
税
を
増
し
或
は
地

方
税
を
減
宇
る
と
云
ふ
事
が
あ
っ
て
も
、
と
れ
は
本
問
題
に
間

接
の
影
響
を
及
ぼ
ず
に
止
ま
る
。
十
訟
に
岡
政
事
務
費
と
市
町
村

山
定
と
を
比
較
す
る
に
常
り
、
電
気
瓦
斯
水
道
自
動
車
事
業
突
を

包
合
し
た
る
市
川
村
山
政
の
外
に
電
気
瓦
断
水
道
自
動
一
山
γ

事
業
資

を
控
除
し
た
る
花
川
村
沈
没
算
山
必
ず
る
必
裂
が
あ
る
心
第
凹
去

は
、
昭
和
九
年
の
営
初
抽
出
算
の
数
字
に
よ
っ
た
。

市町市

町 五す六
村 f也大
合・ 訴都
言j-村市 市

務副粛
軍= -1賀政義
盟 主 E 弓三 l事の

務国狭
E ー賀政義l

宗i 室三首公|事の

一 地
E 四人一六 方
E三 里 き 完 | 費

車水電
事選無

一 一 一 l業自京
合六室量史直塑整

地控企
jjl殊勲
賞し財l

?こ政
る~

第
四
表

企
業
財
政
を
控
除
し
た
る
市
町
村
費
(
単
位
百
寓
困
)

五三
一回目一

六空ハ
回一圭一一

一
、
ご
い
『

第
四
表
を
見
る
と
地
方
費
、
の
中
で
電
気
瓦
斯
水
道
自
動
車
事

業
費
に
る
て
ら
れ
る
部
分
が
、
六
大
都
市
に
於
て
二
二
・
一
%
、

共
他
の
都
市
に
於
て
一
五
・
一
%
、
都
市
会
開
に
於
て
二

0
・七

第
四
十
三
巻

一五
O
川
晴
第
一
務

一五
O

%
、
町
村
に
於
て
て
五
%
、
市
町
村
全
健
に
於
て
了
三
八
%

を
示
し
て
ゐ
る
。

図
政
事
務
費

が
市
町
村
費
に
占
む
る
比
率
を
算
定
す
る
矯
め
に
は
分
母
た
る

市
町
村
費
の
中
よ
り
企
業
財
政
に
属
す
る
も
の
を
控
除
せ
ね
ば

な
ら
ね
。
中
間
報
告
に
現
は
れ
た
る
閣
政
事
務
費
の
比
率
た
る

四

岡
政
事
務
費
の
修
正
せ
ら
れ
た
る
比
率

も
の
は
企
業
財
政
の
混
入
し
た
る
も
の
で
あ
る
が
与
之
を
修
正

f
る
山
U

H
え
が
あ
る
c

該
亡
寸
制
圧
い
た
亡
八
え
て
剖
副
主
主
宰
俺

K
H汀

4

-
d
1
2
3
i
-
i
l
i
-
-
三

E
t
-
-
i
n
f
i
-
-
h
E
-
I
H

村
突
に
占
む
る
比
率
を
算
定
す
る
に
営
り
、
「
中
間
報
告
そ
の
ま

L

の
比
率
」
と
「
市
町
村
費
、
よ
り
電
気
瓦
斯
水
道
自
動
車
事
業
資

を
除
き
た
る
も
の
に
針
し
図
政
事
務
費
の
占
む
る
比
率
」
と
の

雨
者
を
掲
げ
る
事
と
し
た
。
前
者
を
「
修
正
せ
ら
れ
ぎ
る
比
率
」

と
名
付
け
後
者
を
「
修
正
せ
ら
れ
た
る
比
率
」
と
呼
ぶ
事
と
し

た
c第

五
衰

市

計 其 六

千也大
訴郁 l~
市市事
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市町

町

村

合

計村
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二三 '" ・.
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l 三百三 = 

六
五
・
-
一

四
八
・
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刊

二三 区割

-" ニニ
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中
間
報
告
に
現
は
れ
た
る
修
疋
せ
ら
れ
ざ
る
比
率
に
よ
れ

ぽ
、
道
府
間
柄
に
於
て
国
政
事
務
費
が
相
営
の
部
分
を
占
め
て
ゐ

る
の
に
市
町
村
に
於
て
は
大
し
た
数
字
で
な
い
様
に
考
へ
ら
れ

る
が
、
修
疋
せ
ら
れ
た
る
数
字
に
上
れ
ば
必
や
し
も
そ
う
で
な

い
事
が
判
る
。
叉
企
業
財
政
を
多
分
に
含
む
六
大
都
市
財
政
に

於
て
は
‘
「
修
氾
せ
ら
れ
ず
、
γ
サ
比
大
い
い
と
つ
修
正
せ
ら
れ
た
る
比

卒
」
と
の
閣
に
は
相
常
の
距
離
の
あ
る
事
を
務
見
す
る
の
で
あ

る
。
か
く
て
筆
者
は
中
間
報
告
の
比
率
の
外
に
、
更
に
新
し
く

修
正
せ
ら
れ
た
る
比
率
を
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。

第
四

濁
立
財
源
主
義
と
交
付
金
主
義

中
央
財
政
と
地
方
財
政
と
に
遇
や
る
根
本
的
税
制
改
革
に
は

二
つ
の
方
針
が
分
れ
る
。

一
は
猫
立
財
源
を
地
方
閤
植
に
委
譲

ず
る
方
法
で
あ
り
、
他
は
財
源
を
た
る
べ
く
園
家
の
手
に
収
め

国
家
の
交
付
金
に
よ
っ
て
地
方
圏
憾
の
財
政
を
賄
ふ
べ
し
と
云

ふ
の
で
あ
る
。
本
問
題
を
決
定
す
る
重
要
な
る
要
素
は
、
地
方

究
中
で
園
政
事
務
費
が
如
何
程
の
割
合
を
占
め
て
ゐ
る
か
に
存

市
町
村
じ
於
げ
昌
国
政
事
務
費

し
て
ゐ
る
。
而
し
て
園
政
事
務
賓
が
我
が
地
方
費
に
占
む
る
制

合
は
、
上
漣
の
中
間
報
告
及
び
筆
者
の
研
究
に
よ
り
弐
の
如
き

数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。

園
政
一
事
務
費
が
地
方
費
に
占
む
る
割
合
は
想
像
以
上
に

大
た
る
も
の
で
あ
る
。
国
政
事
務
費
を
成
義
に
解
す
れ
ば
地
方

費
の
五
七
・
六
%
左
占
め
、
狭
義
に
解
す
る
も
二
九
・
二
%
と
友

っ
て
ゐ
る
。
巾
同
捜
台
の
計
算
よ
り
も
数
字
が
大
と
な
っ
て
ゐ

る
点
、

と
れ
は
電
白
紙
瓦
斯
氷
滋
自
動
車
等
の
企
業
財
政
に
閲
す

る
町
松
山
氏
を
均
方
針
よ
り
除
い
た
偽
め
で
あ
る
。

二
更
に
一
歩
を
進
め
地
方
圏
慌
を
道
府
腕
と
市
と
町
村
と

に
分
ち
、
園
吹
事
務
費
が
地
方
費
に
占
む
る
割
合
を
見
る
。
国

政
事
務
費
を
成
義
に
解
す
れ
ば
道
府
燃
に
於
て
七
三
・
八
%
‘
市

に
於
て
三
七
・
七
%
、
町
村
に
於
て
六
五
・
二
%
と
な
り
、
狭
義

忙
解
す
れ
ば
道
府
膝
に
於
て
三
二
・
八
忽
、
市
に
於
て
一
七
%
、

町
村
に
於
て
四
二
・
六
%
と
た
る
。

市
に
つ
い
て
見
る
に
六
大
都
市
と
六
大
都
市
以
外
の
都

市
と
に
於
て
図
政
事
務
費
の
占
む
る
割
合
が
異
っ
て
ゐ
る
。
成

義
の
園
政
事
務
貨
に
於
て
は
六
大
都
市
が
三

0
・
九
%
に
し
て

六
大
都
市
以
外
の
六
ニ
・
二
%
よ
り
透
か
に
少
で
あ
る
。

狭
義

第
四
十
三
巻

五

五
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市
町
村
に
於
げ
る
園
政
事
務
費

の
園
政
事
務
費
に
至
り
で
は
、
六
大
都
市
一
七
%
、
六
大
都
市

以
外
二
ハ
・
八
%
あ
っ
て
大
宗
な
い
。

以
上
の
数
字
は
凡
て
「
地
方
費
綿
額
中
よ
り
企
業
財
政
に
属

す
る
部
分
を
除
き
た
る
抽
出
徐
」
を
以
て
図
政
事
務
貨
を
除
し
た

も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
岡
政
事
務
費
の
比
率
を
算
定
す
る
時
に

は
、
少
く
と
も
此
の
程
の
性
除
計
算
だ
け
で
も
行
は
ね
ば
な
ら

k

h

ヨ
ニ
て

3
5
0
レ
件
、

f
ヲ↓

2
k
h
'
r
y
d
v
a
〉
E
3
日
に
と
」
¥
い
〉
f

白」

F

拡
と

C
1
寸

正

之

宮

高

知
L
r
t
J
一

H
Z
t
'
P市
i
4
3
一ノ

J
U
問
ド

で
示
せ
ば
吠
の
如
く
で
あ
る

σ

庚
義
の
園
政
事
務
費
の
比
率

市
以
外
の
都
市
す
六
大
都
市
)

狭
義
の
図
政
事
務
費
の
比
率

(
I
町
村
E
道
府
牒
盟
六
大
都

市

W
六
大
都
市
以
外
の
都
市
)

「
経
費
の
地
方
分
散
と
牧
入
の
中
央
集
中
」
(
円

2
5一一目色
S

D「
Z
S
E
E
E込
山

O
B
E可

p
t
E
F
S
2
D『
O
H
?
ロ
と

E
E
)
は
世
界

各
園
の
財
政
に
共
通
し
た
大
勢
在
、
り
と
へ
ン
ゼ
川
が
云
っ
て
ゐ

る
が
、
我
が
固
に
於
て
も
此
の
趨
勢
の
動
か
し
難
き
を
見
る
。

我
園
家
経
費
二
十
三
億
凶
の
大
部
分
は
園
防
費
と
公
債
費
と
に

あ
て
ら
れ
一
般
行
政
に
用
ひ
ら
れ
る
関
費
は
僅
か
八
億
闘
に
過

ぎ
歩
、
一
般
行
政
資
の
少
た
か
ら
ざ
る
部
分
は
地
方
費
十
八
億

闘
で
支
耕
せ
ら
れ
て
ゐ
る
有
様
で
あ
る
。
か
く
て
副
政
事
務
費

(
I道
府
燃
E
町
村
E
六
大
都

第
四
十
三
巻

五

第
一
蹴

五

が
地
方
財
政
の
方
面
に
食
ひ
入
る
勢
は
一
屠
拍
車
を
か
け
ら
れ

る
事
と
友
る
。
之
と
同
時
に
交
通
機
関
の
設
建
と
経
済
生
活
の

複
雑
化
と
は
地
方
の
特
殊
利
益
友
る
も
の
を
縦
横
に
竣
革
し
、

地
方
税
の
作
夜
理
由
は
日
に
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
か
の
圏
中
に

闘
を
建
つ
る
が
如
を
思
想
に
立
脚
し
て
地
方
財
政
調
立
論
を
唱

ふ
る
如
き
は
極
め
て
不
自
然
の
事
で
あ
る
。
筆
者
は
地
方
財
政

の
相
判
官
比
一
性
を
否
定
す
る
も
の
ぜ
伝
い
が
、

比
可
刀
開
立
の
意
味
が

日
と
ヰ
ハ
に
襲
っ
て
ゐ
る
事
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

地
方
閣
慌
の
中
で
も
図
政
事
務
費
の
割
合
の
大
な
る
も
の
と

小
た
る
も
の
と
が
あ
る
。
国
政
事
務
費
の
比
率
の
大
な
る
地
方

圏
鰹
例
へ
ば
道
府
鯨
町
村
が
濁
立
財
源
を
岡
守
す
る
事
は
日
に

困
難
を
加
へ
て
ゐ
る
。
道
府
脇
町
村
よ
り
は
市
の
方
が
図
政
事

務
費
の
比
率
が
少
友
る
だ
け
樹
立
財
源
を
保
留
し
易
い
の
で
あ

る
。
調
立
財
源
を
保
留
し
難
く
た
っ
た
事
は
即
ち
交
付
金
主
義

が
仲
び
で
来
た
事
を
反
設
し
て
ゐ
る
。

相
側
立
財
源
主
義
と
交
付
金
主
義
と
の
針
立
は
我
が
地
方
財
政

に
課
せ
ら
れ
た
る
震
要
問
題
で
あ
る
。
乙
の
何
れ
を
採
る
か
の

鍵
の
一
つ
は
園
政
事
務
費
の
比
率
如
何
に
存
し
て
ゐ
る
。
而
し

て
本
研
究
は
、
共
の
比
率
が
相
営
大
た
る
数
字
に
上
っ
て
ゐ
る

事
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

9) Sciences， Vol P，ml H<Len~t'l; Local Finance (Encyclopaedia of :-io:::iDl 4持


